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本書の活用について
１ 目的

本県の県立高等学校及び中等教育学校後期課程において，新しい学習指導要領や山口県の

教育を展開するために，教育課程の編成や授業等の実施に当たっての指針とする。

２ 構成と内容

第１章 山口県教育の推進

本県の高校教育を推進するに当たっての基本となる考え方を述べています。

第２章 教育課程の編成及び実施に当たって

Ⅰ 総 則

教育課程の編成及び実施に当たって，新学習指導要領に基づき，本県としての指針

を示しています。

Ⅱ 授業改善及び学習評価に当たって

授業改善や指導と評価の一体化について，基本的な考え方を示しています。

Ⅲ 各教科の改訂及び授業改善のポイント

各教科の概要と授業実施に当たっての留意事項等を示しています。

「１ 設置科目及び履修要件」について

※ 標準単位数については，付表（86～90ページ）を参照してください。

「２ 教科の目標」～「４ 各科目に共通の留意事項」について

○ 新学習指導要領のポイントを要約しています。

内容については，学習指導要領の改訂における主な変更点を示しています。

○ 特に重要なポイントについては， ここがポイント に示しています。

○ 補足的な説明を，吹き出しで示しています。

「５ 新学習指導要領の趣旨や内容に対応した授業」について

○ 授業実施に当たっての留意点を示しています。

○ 指導方法の工夫・改善をするに当たって，「基礎的・基本的な知識・技能の習

得」を主眼とする授業と，「知識・技能を活用する力の育成」を主眼とする授業

について，学習活動の例を示しています。

○ 教育活動の展開に当たっての３つの基軸に視点をおいた学習活動の例を示して

います。

Ⅳ 総合的な学習の時間 Ⅴ 特別活動

改訂の要点や，全体計画及び年間指導計画の作成に当たっての留意事項等を示して

います。

第３章 教育課程編成に関する一問一答

教育課程編成に関して，Ｑ＆Ａにより第２章の内容を補足しています。

３ 活用について

○ 新学習指導要領に基づく教育課程編成や授業改善，教育活動の充実のための指針として

ください。

○ 校内研修会等の資料として活用してください。

○ 本書は，「新学習指導要領」を参照しながら活用してください。



は じ め に

近年の少子高齢化，高度情報化，国際化の進展など，社会情勢の大きな変化に伴い，子

どもたちを取り巻く環境も変化し，各学校の教育課題もこれまで以上に複雑・多様化して

きています。こうした現状を踏まえ，国においては学習指導要領が改訂され，平成２３年

度から，小学校，中学校，高等学校において順次実施されます。

この新しい学習指導要領においては，教育基本法の改正等を踏まえ，知・徳・体の調和

のとれた「生きる力」の育成の理念を引き継ぐとともに，言語活動，理数教育，伝統や文

化に関する教育の充実等，様々な改善事項を踏まえた内容が示されており，各学校におけ

る一層の取組の充実が求められています。

県教委では，このたびの学習指導要領改訂を，本県の教育改革をより一層推進する絶好

の機会ととらえ，様々な教育課題を踏まえながら，今年度策定した第３期重点プロジェク

ト推進計画「夢の実現チャレンジプラン」において，「キャリア教育」，「コミュニケーシ

ョン能力を育む教育」，「地域や伝統，文化を踏まえた教育」の３つを教育活動を展開す

る上での基軸として位置付け，山口県らしい教育を推進することとしました。

こうしたことを踏まえて，このたび，各学校が，教育課程の編成や授業改善，教育活動

の充実に取り組む際の指針となるよう「新学習指導要領実施上の手引き」を作成しました。

各学校におかれましては，本手引きを十分に活用され，創意工夫しながら，各学校の実

状に応じた特色ある教育活動を展開していただき，本県が目標として掲げる，子どもたち

「一人ひとりの夢の実現」に向けた取組を一層充実・強化していただきますようお願いし

ます。

平成２２年１２月

山口県教育委員会

教育長 田 邉 恒 美



学習指導要領の改訂

学習指導要領改訂の基本的な考え方
○教育基本法改正等で明確になった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成

○知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視

○道徳教育や体育などの充実により，豊かな心や健やかな体を育成

教育内容の主な改善事項

◆言語活動の充実

○ 国語科で培った能力を基本に，各教科等において，次のような活動に取り組みましょう。

・ 調査・観察結果のまとめ・レポート作成・発表，討論と意見の集約
・ 帰納や演繹などの考え方を用いた説明
・ 言葉や歌・絵・身体などを使った表現 など

○ 学校図書館を利活用することにより，語彙を豊かにする活動や読書活動を推進しましょう。

◆理数教育の充実
○ 授業において，観察・実験の時間を増加させるとともに，探究活動や課題研究に積極的に取り

組みましょう。
○ 職業教育を主とする専門学科においては，将来のスペシャリストを育成するよう努めましょう。
○ 科学コンテストや「めざせオリンピック」などの科学コンクールに積極的にチャレンジしましょう。

◆伝統や文化に関する教育の充実
○ 伝統や文化に関する学習を充実させましょう。

・ 歴史教育や宗教に関する学習
・ 古典，武道，伝統音楽，美術文化，衣食住の歴史や文化

○ 文化庁事業や文化人材バンクを積極的に活用しましょう。

・ 各教科，総合的な学習の時間，部活動等における機会の充実

◆道徳教育の充実
○ 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育について，全体計画を作成しましょう。
○ 様々な体験活動を通して，人間としての在り方生き方に関する学習を充実させましょう。

◆体験活動の充実
○ 地域や産業界等との連携を通して，ボランティア活動などの社会奉仕活動や，就業体験・イン

ターンシップに積極的に取り組みましょう。
○ 体験を広い認識につなげたり他者と体験を共有したりするため，体験活動の事前指導や振り返

り学習を実施しましょう。

◆外国語教育の充実
○ 英語の授業は，基本的には英語で実施しましょう。
○ コミュニケーションを積極的に図ろうとする態度や高度な発信力(討論力，発表力等)が育まれ

るよう，学習活動を工夫しましょう。

◆職業に関する教科・科目の改善
○ 職業教育を主とする専門学科においては，次の事項に配慮しましょう。

・ 実験・実習に配当する授業時数の十分な確保
・ 生徒の実態に応じた，各分野における基礎的又は中核的な科目の重点的な選択

○ 普通科においては，地域や学校の実態，生徒の特性，進路等を考慮し，必要に応じて，適切に
職業に関する各教科・科目の履修の機会を確保しましょう。
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